
環びわ湖大学連携推進キックオフ宣言

いま、我が国では、経済をはじめ様々な活動がグローバル化する

とともに、情報化や地方分権が進展する中、あらゆる社会経済シス

テムが変革の時を迎えている。一方、大学においても少子化や大学

改革により大学間の競争が一層激しくなり、そのあり方が問われて

いる。

２１世紀は、「知の時代」とも「心の時代」ともいわれ、科学技

術のめざましい発達に伴って生活の利便性が増していく一方で、か

けがえのない自然と人がともに輝く生き方が求められている。この

ような中にあってびわ湖を中心に小宇宙ともいえる豊かな自然環境

や貴重な歴史遺産に恵まれ、人、もの、情報が行き交う交流の要衝

として独自の文化を築き上げてきた滋賀の地は、まさに最高の学術

研究フィールドであると言っても過言ではない。

この恵まれた環境を共通のキャンパスとする滋賀の大学は、それ

ぞれが存在感のある個性輝く大学づくりを目指す一方で、相互に連

携し、触発し合いながら、魅力やイメージを高め、その優位性を全

国や世界に発信していかなければならない。

また、大学の「知」を生かしながら、産業界等との連携をさらに

発展させることによって、地域に新たな活力を生み出す社会的な貢

献が求められている。

そこで、本県に立地する１３の大学が結集して「環びわ湖大学連

携推進会議」を設置し、大学、産業界、行政、住民など広範な連携

ネットワークの形成を視野に入れつつ、まず大学間や学官の連携事

業の具体化に向けて、力強くその第一歩を踏み出すこととする。

連携のテーマ 『知の結集による地域貢献

ー新たな魅力の創造と発信ー』

平成１５年（２００３年）３月２５日



環びわ湖大学コンソーシアム設置要綱

（名称）

第１条 当会は、環びわ湖大学コンソーシアムと称する。

（目的）

第２条 当会は、県内に立地する大学が相互に連携し、また、産業界、行政、住民など

広範な連携ネットワークを形成し、さまざまな連携事業を実施することにより、滋賀

にある大学として存在感のある個性輝く大学づくりを目指すとともに、地域社会の発

展に貢献することを目的とする。

（組織）

第３条 当会は、別表の県内大学および滋賀県で組織し、最高議決機関として、学長会

議を置く。

２ 学長会議は、別表の県内大学の学長および滋賀県知事で構成する。

（会議）

第４条 学長会議は必要に応じて開催し、第２条の目的を達成するため、次条に規定す

る各種連携事業の推進方針を決定する。

（事業）

第５条 当会は、次の事業を行う。

（１）大学間の教育・研究の連携を促進する諸事業

（２）大学と地域との連携を促進する諸事業

（３）大学と産業界との連携を促進する諸事業

（４）その他、目的を達成するために必要な事業

（事務局長連絡会議）

第６条 当会に事務局長連絡会議（以下「連絡会議」という。）を置く。

２ 連絡会議は、各大学の事務局長（相当職を含む）および県の職員で構成する。

３ 連絡会議は、学長会議で決定された方針に従い第５条に規定する事業の計画や実

施等について協議を行う。



（幹事会）

第７条 連絡会議に幹事会を置く。

２ 幹事会は、国公立大学、私立大学、短期大学の区分によりそれぞれ選出された大学

および県で構成する。

３ 幹事会は、連絡会議に提案する事項等についてあらかじめ協議を行う。

なお、必要に応じて第８条に規定する運営委員長の意見を聞くものとする。

４ 幹事会の構成大学の選出は互選により決定することとし、任期は２年とする。

ただし、特別な事情がある場合には、連絡会議の協議を経て任期を延長することが

できる。

（運営委員会）

第８条 連絡会議に運営委員会を置く。

２ 運営委員会は、各大学および県の担当者等で構成するものとし、互選により、運営

委員長を決定する。

３ 運営委員長の任期は２年とする。

ただし、特別な事情がある場合には、連絡会議の協議を経て任期を短縮または延長

することができる。

４ 運営委員会は、第５条に規定する事業を企画・立案し実施する。

（負担金等）

第９条 第５条に規定する事業遂行に要する経費は、負担金、寄付金およびその他の収

入をもって充てる。

（その他）

第10条 この要綱に定めるもののほか、当会の運営に必要な事項については、連絡会

議において決定する。



附 則

この要綱は、平成１５年 ６月 ５日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１５年１０月１０日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１７年 ４月 １日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１９年 ４月 １日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２０年 ４月 １日から施行する。

（別表）

環びわ湖大学コンソーシアム構成機関

滋賀大学

滋賀医科大学

滋賀県立大学

滋賀短期大学

滋賀文化短期大学

滋賀文教短期大学

成安造形大学

聖泉大学

長浜バイオ大学

びわこ成蹊スポーツ大学

立命館大学

龍谷大学

放送大学滋賀学習センター

滋賀県



（参考）

環びわ湖大学コンソーシアム組織図（平成２０年度）

学長会議（学長、知事）

（構成：県内１３大学、滋賀県）

事務局長連絡会議 幹 事 会
（事務局長レベル）

（幹事：持ち回り）
滋賀大学、滋賀文化短期大学、
長浜バイオ大学、滋賀県

広 報 公開講座 学生支援 単位互換制度 滋賀県産業振興
運営委員会 運営委員会 運営委員会 運営委員会 リエゾン会議

・ホームページの ・公開講座の ・学生交流大会 ・単位互換制度
運営管理 企画・実施 （学生交流事 の運営

・広報用印刷物の 業）開催の
発行 支援

・学生の地域貢
献活動の支援

(委員長：滋賀医科大学) (委員長：滋賀県立大学) (委員長：龍谷大学) (委員長：立命館大学)

フェスティバル
実施担当校 （聖泉大学）

（委員長：持ち回り）


